
議第１２号議案  

  

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の規定に基  

づく補助率等のかさ上げ措置の継続を求める意見書の提出     

  

 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の規定に基づく補助率

等のかさ上げ措置の継続を求め、関係行政機関等へ意見書を提出したいので、次

のとおり提出する。  

  

   平成２９年１２月１９日提出  

  

                     建築・都市整備・道路委員会     

                     委員長  小  粥  康  弘    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

道 路 整 備 事 業 に 係 る 国 の 財 政 上 の 特 別 措 置 に 関 す る 法 律 の 規 定 に 基     

づ く 補 助 率 等 の か さ 上 げ 措 置 の 継 続 を 求 め る 意 見 書            

 

道 路 は 、 市 民 生 活 や 地 域 経 済 を 支 え る と と も に 、 災 害 時 に は 市 民 の 生 命 を 守 る

ラ イ フ ラ イ ン と し て の 役 割 を 担 う な ど 、 極 め て 重 要 な 都 市 基 盤 で あ る 。  

横 浜 市 の 道 路 は 、 大 都 市 の 中 で も 交 通 量 が 多 く 、 依 然 と し て 渋 滞 が 少 な か ら ず

発 生 し て い る な ど の 課 題 を 有 し て お り 、 都 市 計 画 道 路 等 の 整 備 に よ り 道 路 ネ ッ ト

ワ ー ク の 形 成 に 積 極 的 に 取 り 組 ん で い る が 、 い ま だ に 十 分 な 状 況 に な い 。  

こ れ ま で 道 路 整 備 事 業 に 係 る 国 の 財 政 上 の 特 別 措 置 に 関 す る 法 律 の 規 定 に よ

り 、 国 の 補 助 率 等 が か さ 上 げ さ れ 、 本 市 の 道 路 整 備 の 推 進 に 大 い に 寄 与 し て き た

が 、 こ の 措 置 は 平 成 ２ ９ 年 度 末 で 期 限 切 れ と な る 。  

平 成 ３ ０ 年 度 以 降 、 補 助 率 等 が 低 減 す る こ と に な れ ば 、 地 方 の 財 政 負 担 が 増 加

し 、 道 路 整 備 の 遅 滞 、 施 設 の 長 寿 命 化 や 無 電 柱 化 な ど の 課 題 解 決 に も 深 刻 な 影 響

を 及 ぼ す こ と は 明 ら か で あ る 。  

よ っ て 、 国 に お か れ て は 、 道 路 整 備 事 業 に 係 る 国 の 財 政 上 の 特 別 措 置 に 関 す る

法 律 の 補 助 率 等 の か さ 上 げ 措 置 に つ い て 、 平 成 ３ ０ 年 度 以 降 も 継 続 す る こ と を 強

く 要 望 す る 。  

こ こ に 横 浜 市 会 は 、 全 会 一 致 を も っ て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見

書 を 提 出 す る 。  

 

   平 成 ２ ９ 年 １ ２ 月 １ ９ 日  



 

 

 衆 議 院 議 長  

 参 議 院 議 長  

 内 閣 総 理 大 臣  

 総 務 大 臣    

 財 務 大 臣  

 国 土 交 通 大 臣  

 内 閣 官 房 長 官  

 

                           横 浜 市 会 議 長     

                            松  本    研   

宛 て  
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